
 

 

・前夜祭（10月 29日）での大学構内における飲酒。 

・白門祭期間中における酒類提供エリア（p.43『構内図』参照）以外での飲酒。 

・当委員会が認めた酒類提供企画以外の大学構内への酒類の持込。 

・泥酔状態での大学構内への立ち入り。 

・喫煙所（p.43『構内図』参照）以外での喫煙。 

・白門プロムナード（p.43『構内図』参照）での宣伝。 

・歩き売りやデリバリー、強引な客引き。 

・ハンドマイク、トランジスタメガホンなどの拡声器を利用した企画の宣伝。 

・学内掲示板（主にペデストリアンデッキ下）の枠外へのポスターの掲示。 

・走り回るなど、企画の実施・準備に関係のない行為。 

・19：00以降演奏の練習やリハーサルなどを含めた大音量を出す行為。 

・企画書の記入内容と異なる企画の実施。 

・指定された場所以外での企画の実施および控室としての利用。 

・大学の施設および備品の破壊。 

・企画で提供する食品以外の調理。 

・安全対策上問題のある行為、周囲に迷惑をかける行為やその他秩序を著し 

く乱す行為。 

・当委員会の指示に従わない行為。 

 

 

禁止事項に該当する行為をとった団体は企画を実施できなくなる場合があ

ります。 

3. 全企画共通の禁止事項 

喫煙 
酒類の持ち込み飲酒 

宣伝行為 

夜間 

その他 

酒類の持ち込み・飲酒 
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